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（参考資料１） 

 

南極地域の環境の保護に関する法律 関係条文  

 

第五条   何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当

する旨の環境大臣の確認（次項を除き、以下単に「確認」という。）を受け

た南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはな

らない。ただし、特定活動については、この限りでない。   

２～３（略）   

 

第七条  環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次

の要件に該当すると認めるときは、次条及び第九条に規定する手続に従い確認をするも

のとする。  

 一  当該南極地域活動を構成する行為中に第十三条、第十四条第一項、第十六条、第十

八条及び第二十条の規定に違反するものがないこと。  

 二  当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が第十四条第二項各号に該当す

る場合には、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定

めるもの（科学的調査、教育資料の収集その他これに類する目的に限る。）であり、

かつ、当該目的を達成するため必要な限度においてするものであることその他の環境

省令で定める条件に適合すること。  

 三～五（略）  

２（略）  

  

第八条    

１～３（略）  

４   環境大臣は、前項の規定による措置をとろうとする場合において必要があ

ると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該南極地域活動計画

に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の学識経験のある者

の意見を聴くことができる。   

５～７（略）  

 

第十三条  何人も、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない。ただし、科学

的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでな

い。  

 

第十四条   何人も、環境省令で定める検査を受けている場合その他環境省令で

定める場合を除き、生きていない哺乳綱又は鳥綱に属する種の個体（これら

の個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。）を南極地域に持ち

込んではならない。   

２   何人も、南極地域においては、次に掲げる行為をしてはならない。   

 一   南極哺乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類
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の卵を採取し、若しくは損傷すること（特定活動に係る行為又は確認を受

けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為（締約国の

相当法令の規定により当該締約国において当該行為に関する許可その他の

これに類する行政処分を受けてする行為を含む。次号及び第三号において

「確認行為」という。）に該当するものを除く。）。   

 二   次に掲げる場合以外の場合において、生きている生物（ウイルスを含  

む。）を南極地域に持ち込むこと（確認行為に該当するものを除く。）。  

     イ  食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合  

     ロ  イに掲げるもののほか、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境

省令で定める場合  

 三   前項又は前二号に掲げるもののほか、南極地域に生息し、又は生育する

動植物の生息状態又は生育状態及び生息環境又は生育環境に影響を及ぼす

おそれのある行為（特定活動に係る行為又は確認行為を除く。）   

３（略）   

 

 

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則  関係条文  

 

第十一条   法第七条第一項第二号  の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるも

のとし、同号  の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同

表の中欄に掲げるものとし、同号  の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応

じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。   

 

第十二条  法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄

に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。  

 

第十三条   環境大臣は、法第八条第四項  の規定により学識経験のある者の意

見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている

者の意見を聴くものとする。  

 

第二十条   法第十四条第一項  の環境省令で定める検査を受けている場合は、

次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体（こ

れらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条におい

て同じ。）が家きんのものである場合とする。   

一   ニューカッスル病、結核病及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を

受けている場合   

二   環境保護に関する南極条約議定書（以下「議定書」という。）の締約国に

おいて前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合   

２   法第十四条第一項  の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体

が家きん又はカニス属の種の個体以外のものである場合とする。   
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別表第六  南極特別保護地区ごとの要件（第十二条関係）  

第四十一

南極特別

保護地区  

一  当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必

要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。  

二  当該地区への立入りは、南緯六十九度十四分三十八秒東経三十

九度四十三分二十二秒の地点から行うこと。  

三  当該地区内では車両を使用しないこと。  

四  航空機は当該地区内に着陸しないこと。  

五  科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区

内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなく

なったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該

工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示する

こと。  

六  当該地区内では野営しないこと。  

七  当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。  

八  当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まない

こと。  

九  当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。  

十  当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等

により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。  

十一  当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。  

十二  当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海

域への排出は除く。  

十三  当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣

の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣

に提出すること。  

 


